
所
得
税
の
確
定
申
告
が

必
要
な
方

●�

事
業
所
得（
営
業
・
農
業
等
）や

不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
り
、
所

得
金
額
の
合
計
額
が
所
得
控
除

の
合
計
額
を
超
え
る
方

●�

土
地
や
建
物
等
の
不
動
産
、
株

式
、
貴
金
属
等
の
資
産
を
譲
渡

し
た
方

※�

土
地
、
建
物
、
株
式
、
貴
金
属

等
の
譲
渡
所
得
の
申
告
相
談
は
、

東
金
税
務
署
で
受
け
て
く
だ
さ

い
。

●�

給
与
収
入
が
2
，
0
0
0
万
円

を
超
え
る
方

●�

給
与
を
1
か
所
か
ら
受
け
て
い

て
、か
つ
、各
種
所
得
金
額（
給

与
及
び
退
職
所
得
を
除
く
）の

合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

●�

給
与
を
2
か
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
て
、
か
つ
、
年
末
調
整
を

さ
れ
な
か
っ
た
給
与
収
入
金
額

と
、
各
種
所
得
金
額（
給
与
及

び
退
職
所
得
を
除
く
）の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

●�

年
金
収
入
が
4
0
0
万
円
を

超
え
る
方

●�

年
金
に
係
る
雑
所
得
が
あ
り
、

年
金
以
外
の
所
得
金
額
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

●�

勤
務
先
で
の
年
末
調
整
か
ら
収

入
ま
た
は
控
除
額
に
変
更
の
あ

る
方

※�

給
与
所
得
や
年
金
所
得
が
あ
り
、

医
療
費
控
除
、
初
め
て
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
方

な
ど
は
、
還
付
申
告
が
必
要
で

す
。
な
お
、
給
与
所
得
者
や
年

金
所
得
者
が
還
付
申
告
を
す
る

場
合
は
、
そ
の
他
の
各
種
の
所

得
も
申
告
が
必
要
で
す
。

※�

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
確
定
申
告
の
必
要

が
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
東
金
税
務
署
へ
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

町
県
民
税
の
申
告
が

必
要
な
方

　
令
和
8
年
1
月
1
日
現
在
、
町

内
に
住
所
が
あ
り
、
次
に
該
当
す

る
方
は
町
県
民
税
の
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。

●�

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど

が
あ
り
、
確
定
申
告
の
必
要
が

な
い
方

●�

前
年
中
の
所
得
が
給
与
の
み
で
、

勤
務
先
か
ら
町
へ
支
払
報
告
書

（
※
）が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方

（
勤
務
先
へ
提
出
の
有
無
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。）

●�

前
年
中
の
所
得
が
公
的
年
金
等

の
み
で
、
支
払
者
か
ら
町
へ
支

払
報
告
書（
※
）が
提
出
さ
れ
て

い
な
い
方

●�

前
年
中
の
所
得
は
な
い
が
、
町

内
居
住
の
家
族
の
控
除
対
象
扶

養
親
族
な
ど
に
な
っ
て
い
な
い

方
●�

収
入
が
な
い
被
扶
養
者
の
方
で
、

所
得
金
額
が
0
円
の
記
載
が
あ

る
所
得
証
明
書
な
ど
が
必
要
な

方
※�

支
払
報
告
書
…
給
与
や
年
金
な

ど
の
支
払
者
が
前
年
中
の
支
払

金
額
な
ど
を
、
支
払
い
を
受
け

た
方
の
居
住
す
る
市
町
村
に
報

告
す
る
書
類

お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

•�

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど

が
あ
る
方
は
、
収
支
内
訳
明
細

書
な
ど
収
入
・
支
出
の
わ
か
る

書
類

•�

給
与
所
得
や
年
金
所
得
が
あ
る

方
は
源
泉
徴
収
票

•�

社
会
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、

地
震
保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明

書
•�

障
害
の
程
度
が
わ
か
る
各
種
手

帳
ま
た
は
認
定
書
な
ど

•�

医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、

医
療
費
通
知
や
領
収
書
を
基
に

作
成
し
た
医
療
費
控
除
の
明
細

書
•�

還
付
申
告
を
す
る
方
は
、
申
告

者
本
人
名
義
の
預
貯
金
口
座
番

号
の
わ
か
る
も
の

•�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で

な
い
場
合
は
、「
個
人
番
号
確

認
書
類
」と「
身
元
確
認
書
類
」）

申
告
を
し
な
か
っ
た
ら⋯

　
未
申
告
の
場
合
、
所
得
証
明
書

な
ど
が
発
行
で
き
な
い
ほ
か
、
国

民
健
康
保
険
税
や
介
護
保
険
料
の

算
定
、
福
祉
、
医
療
・
教
育
資
金

等
の
給
付
や
保
育
料
な
ど
の
判
定

に
影
響
が
あ
り
ま
す
の
で
、
期
限

内
に
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

令和7年分決算・確定申告相談会
　青色申告会員の方を対象に、所得
税確定申告の相談と提出を受け付け
ます。（※会員以外の方は、入会手続
き後の相談受付となります。）
　相談は完全予約制ですので、事前
にお申込ください。

と　き　2月16日（月）～3月16日（月）
　　　　※期間中の日曜日、祝・休日を除く
受　付　午前9時30分～11時40分、午後0時40分～4時
ところ　東金青色会館（東金市南上宿2-8-16）
その他　3月17日（火）～31日（火）の間は、消費税の申告相談も可能です。
　　　　※期間中の土・日曜日、祝・休日を除く
問一般社団法人東金青色申告会　☎0475-52-1284

東金青色申告会からのお知らせ
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